
１ 手続きの流れ ２ 申請書類

まちづくり活動支援補助金の申請方法

申請

各年度：12月 15日まで

交付決定

活動実施

実績報告

翌年4月10日か事業完了の
日から 20日以内の日のい
ずれか早い日まで

交付確定

請求書提出

支払い

・交付申請書（様式第１号）

・活動計画書（様式第２号）

・収支予算書（様式第３号）

・補助活動等の収支予算の内訳

・まちづくり活動団体等の概要、構成員名簿

（会の規約がある場合は添付）

・手作り施設整備活動の場合、敷地に関する書類（契約書・

同意書）や位置図、公図写、平面図、配置図、立面図、

現況写真、見積書などの提出が必要となります。

※申請様式は、松崎町ホームページからダウンロードでき

ます。

※書ききれない場合は、別紙として提出してください。

３ 実績報告書類

・活動実績報告書（様式第７号）

・活動実績書（様式第２号）

・収支決算書（様式第３号）

・補助活動等の収支決算の内訳

・活動に要した費用の領収書（写）

・記録写真（活動前の状況、活動中の様子、活動後の状

況）、チラシ、成果品など

４ その他（概算払い、変更）

・概算払いの方法…交付決定後に概算払請求書（様式第９

号）を提出。

・変更等がある場合は、変更承認申請の手続きが必要とな

ります。


